
          福岡県建設工事低入札価格 

          調査試行要領 

 

 

最終改正 令和７年3月13日 ６財活第4527号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、福岡県が発注する建設工事において、「最低価格で入札をした者を落札

者としないことができる場合の基準とその取扱いについて（昭和 58年 6月 17日58管第 239

号総務部長通達）」に定める調査（以下「低入札価格調査」という。）を実施するに当たり必

要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 この要領の対象となる工事は、福岡県が発注する総合評価方式による一般競争入札の

うち「政府調達に関する協定（平成 7 年条約第 23 号）」の適用を受けない建設工事とする。 

 

（調査基準価格の設定及び算出） 

第３条 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となる次の各号に掲げる額の合計額に 100 分の

110 を乗じて得た額とする。 

ただし、その額が予定価格の 100 分の 92 を超える場合、又は 100 分の 75 に満たない場

合は、予定価格の 100 分の 75 から 100 分の 92 までの割合を乗じて得た額の範囲内におい

て、契約担当者が定める額とする。 

一 直接工事費の額に 100 分の 97 を乗じて得た額 

二 共通仮設費の額に 100 分の 90 を乗じて得た額 

三 現場管理費の額に 100 分の 90 を乗じて得た額 

四 一般管理費等の額に 100 分の 68 を乗じて得た額 

２ 契約担当者は、仕様書、設計書等により調査基準価格を決定し、予定価格調書に「調査基

準価格○○円」と記載し、さらに、当該調査基準価格に 110 分の 100 を乗じて得た金額を「調

査基準比較価格○○円」と記載するものとする。 

 

（総合評価方式評価値） 

第４条 第２条の工事については、当分の間、福岡県建設工事総合評価方式実施要領第５

条第１項中「標準点に技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加

えたもの（以下「技術評価点」という。）を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた

評価値」とあるのは、「標準点に技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加

算点を加えたもの（以下「技術評価点」という。）に施工体制評価点を加えたものを当該

入札者の入札価格で除す次式で得られた評価値」と読み替えることができるものとする。 

技術評価点＝標準点＋加算点 

評価値＝[技術評価点(標準点＋加算点)＋施工体制評価点]／[入札価格] 

２ 施工体制評価点は、施工体制確保の確実性等を評価するものであるが、詳細について

は契約担当者において別に定めるものとする。 

 

（入札参加者への周知） 

第５条 契約担当者は、入札公告等において次の各号に掲げる事項を明記し入札参加者に周知

するものとする。 



一 調査基準価格が設定されていること。 

二 調査基準比較価格を下回った価格で入札を行った者（以下「低入札価格入札者」という。）

は、評価値が最も高い者（以下「最高評価値者」という。）であっても必ずしも落札者とな

らないこと。 

三 低入札価格入札者は、事後の調査に協力すべきこと。（第７条第１項に該当する場合を除

く。） 

 

（開札の執行） 

第６条 開札の結果、調査基準比較価格を下回った価格で入札が行われ、低入札価格入札者が

最高評価値者となる場合、契約担当者は、入札者全員に対し落札者決定の保留を宣言し、地

方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定により落札者は調査後に決定する旨を告げて開

札を終了するものとする。 

２ 低入札価格入札者でない者が最高評価値者となる場合は、低入札価格入札者への第８条以

下の調査は実施せず、最高評価値者を落札者として開札を終了するものとする。 

３ 開札順位について、あらかじめ入札公告等において定められた工事にかかる開札で、開札

順位２以降の開札については、前二項の規定にかかわらず、落札者決定の保留をすることが

できる。 

 

（失格基準価格の設定及び算出） 

第７条 前条第１項において、調査基準比較価格に 100 分の 99 を乗じて得た額を下回った価

格で入札を行った者は、第８条以下の調査を行わずに失格とする。この場合、次順位の者に

ついて第６条の規定を適用し、開札を終了する。 

２ 前項の額について、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。 

 

（調査の実施） 

第８条 契約担当者は、低入札価格入札者に対し、契約内容に適合した履行ができるかどうか

を確認するため、次の各号に掲げる事項について、調査を実施するものとする。 

一 当該価格で入札した理由 

二 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 

三 契約対象工事箇所と当該入札者の事務所、倉庫等との地理的関係 

四 手持資材及び機械の状況 

五 資材購入先及び入札者との関係 

六 労務者の具体的供給見通し及び下請予定業者の協力等 

七 その他必要な事項 

２ 前項の調査に当たり、調査基準比較価格を下回った価格で入札を行う者は、別添「低入札

価格調査資料作成要領」に示す様式を開札までに提出しなければならない。なお、当該様式

の提出をしない者は、入札を無効とする。 

 

（調査結果の審査） 

第９条 契約担当者は、調査結果を、福岡県指名競争入札参加者選定委員会規程第４条に定め

る委員会（以下「委員会」という。）の長に報告し、契約の適否についての意見を求めなけれ

ばならない。 

２ 前項により意見を求められた委員会の長は、委員会を招集して調査結果を審査し、その結

果を契約担当者に通知するものとする。 

ただし、委員長が急施を要し委員会を招集する暇がないと認めるときは、過半数の委員に

回議し、委員長が決裁することをもって会議に代えることができる。 



（落札者の決定等） 

第１０条 委員会が契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、契約担当者は、最

高評価値者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するも

のとする。 

２ 委員会が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最高評価値

者を失格（落札者としない者）とし、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをし

た他の者のうち評価値の最も高い者（以下「次順位者」という。）を落札者とする。 

ただし、次順位者が調査基準比較価格に満たない価格での入札を行った場合に当たっては、

第８条の調査及び第９条の審査をした上で、落札者とするかどうか決定するものとする。 

３ 契約担当者は、最高評価値者を第７条第１項の規定に基づき失格としたとき、又は前項前

段の規定に基づき失格（落札者としない者）としたときは、最高評価値者に失格とした旨を

通知する。 

４ 次順位者が調査基準比較価格を上回った価格で入札した場合は、次順位者を落札者とする

旨を次順位者に通知し、他の入札者全員にもその旨通知するものとする。 

５ 次順位者が調査基準比較価格を下回った価格で入札した場合は、第８条以降の手続きを順

次行うものとする。 

 

（調査結果の概要等の公表） 

第１１条 調査結果の概要等については、落札決定後、速やかに公表するものとする。 

 

（契約締結の条件） 

第１２条 調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とす

る。 

  ただし、契約担当者が特に必要と認める場合は、契約担当者において条件を定めることが

できる。 

 一 工事請負契約書（以下「契約書」という。）第４条第３項及び第６項に規定する契約保

証金の額を、請負代金額の１０分の３以上とすること。 

二 契約書第５５条第２項に規定する違約金の額は、請負代金額の１０分の３とすること。 

 三 予定価格が５億円以上の工事においては、契約書第１０条第１項第二号に規定する主任

技術者又は監理技術者とは別に、入札説明書等に明示した入札参加資格要件を満たす技術

者１名を専任で配置すること。（調査基準比較価格を下回って落札した者が、特定建設工

事共同企業体の場合は、代表構成員が増員配置技術者を配置するものとする。）なお、増

員配置技術者は、適正な施工と品質確保の徹底のため、施工中、主任技術者又は監理技術

者を補助し、主任技術者及び監理技術者と同様に施工計画の作成、工程管理、品質管理そ

の他技術上の管理、指導監督等の職務を行うものとする。 

四 予定価格が５億円未満の工事においては、主任技術者又は監理技術者は専任で配置する

こと。（現場代理人との兼務は認めないものとする。） 

五 前第三号及び第四号において、現場代理人及び技術者は、他工事との兼務を認めないも

のとする。 

２ 契約担当者は、入札公告等において前項の事項を明記し入札参加者に周知するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成３０年８月３日から施行し、施行日以後に公告を行うもので、各部が選定

するものに適用する。 

 

 



附 則 （平成31年3月27日30財活第2371号総務部長依命通達） 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行し、施行日以後に公告を行うものに適用する。 

 

附 則 （平成31年4月26日31財活第133号総務部長依命通達） 

 この要領は、平成３１年５月７日から施行し、施行日以後に競争参加資格確認通知書を

通知するものから適用する。 

 

附 則 （令和元年8月30日1財活第779号総務部長依命通達） 

 この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

附 則 （令和3年2月26日2財活第3395号総務部長依命通達） 

 この要領は、令和３年４月１日から施行し、施行日以後に公告を行うものに適用する。 

 

附 則 （令和4年3月11日3財活第2931号総務部長依命通達） 

 この要領は、令和４年４月１日から施行し、施行日以後に競争参加資格確認通知書を通知す

るものから適用する。 

 

附 則 （令和7年3月13日6財活第4257号総務部長依命通達） 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 


